
   四街道市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 四街道市国民健康保険条例（昭和３４年条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第６条第１項中「４２０，０００円」を「４８８，０００円」に改め、同項に次のただ

し書を加える。 

  ただし、市長が健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）第３６条の規定を勘

案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに３０，０００円

を上限として加算するものとする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の四街道市国民健康保険条例第６条第１項の規定は、この条例

の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産

育児一時金については、なお従前の例による。 


